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１．基本理念・基本方針 

１－１. 地区の概要 

京橋地区は、ＪＲ大阪環状線・東西線京橋駅、京阪本線京橋駅、地下鉄長堀鶴見緑地

線京橋駅の 3 駅が結節しており、これら 3 駅の日利用者数の合計は約 523 千人であ

る。 
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図 1.1 京橋地区の位置 

 

表 1.1 鉄道駅日利用者数（平成１４年３月末現在） 

路線名 駅名 乗降客数(千人) 

ＪＲ大阪環状線東西線 京橋駅 286

京阪本線 京橋駅 203

地下鉄長堀鶴見緑地線 京橋駅 34

合計 523

 

 

 
 

■ 基本構想対象駅及びその周辺の現況（約 500m圏） 

京橋地区はＪＲ京橋駅、京阪京橋駅、地下鉄京橋駅が近接して立地し、相互の乗り換

えがある。この３駅周辺には、京阪モール、ショッパーズプラザなど大規模商業施設が

立地する他、界隈性のある商店街や国道１号沿いなどに商業・業務施設が立地している。 

 また、寝屋川をはさんで大阪ビジネスパークが形成され、商業・業務施設が立地する

ほか、ＭＢＳ劇場、いずみホール、ホテルニューオータニなど広域的な交流・文化施設

が立地している。公共施設は、地区の北西に都島区役所、区民センター、図書館、南東

にクレオ大阪東が立地する。 

 

 

図 1.2 対象駅周辺図（約 500m圏） 
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１－２．基本理念・基本方針 

（１）基本理念 

広域移動の拠点となるターミナルにふさわしい移動の円滑化を推進し、 
「安全で楽しく活気あふれる街・京橋」の活性化を目指す 

 

本地区にはＪＲ京橋駅、京阪京橋駅、市営地下鉄京橋駅の３駅が立地し、相互の乗り換えに

より大阪、京都、兵庫を結ぶ広域的な移動の利便性が高いターミナルとなっている。このため、

高齢者や障害者をはじめとする全ての人が安全に快適に移動できるようバリアフリー(*)化を図

る。 

京橋駅周辺には界隈性(＊)のある商業地が形成されているが、歩道が狭い箇所や放置自転車等

により車いす使用者等が通行に困難を感じる箇所が見られる。だれもが安全に安心して歩けて、

街の賑わいを楽しめる歩行空間を確保するため、ハードとソフトの両面からバリアフリー(*)

を推進し、移動の円滑化を図る。  

また、界隈性*のある京橋駅周辺と都市的な景観を形成する大阪ビジネスパークの２地区が

存在し、本地区の特性となっている。２地区の連携と京橋駅周辺の拠点機能の向上など長期的

な将来のまちづくりも視野に入れて、誰もが多様な都市空間が楽しめるバリアフリー化を推進

し、安全で楽しく活気あふれる街・京橋を実現する。 

   

 ＊商店街などが醸し出す人情味あふれる雰囲気。 

 

（２）基本方針 

１）各施設における主な課題 

 各施設における主な課題を、以下の４つの項目で整理する。 
 

①鉄道駅 

・ エレベーターの整備などバリアフリー化の遅れている駅では、改札からホームへの移動

や他路線への乗り換え移動が大きな課題となって

いる。 

・ また、エレベーター、車いす対応型トイレなどが

一定整備された駅においては、施設の位置案内な

ど情報についてのわかりさすさや施設の使いやす

さについて課題が残っている。 

 

 

 

                               

 

②乗り換え経路 

・ ＪＲ京橋駅と京阪京橋駅は改札口が近接して立地しており、上下移動もなく便利な乗り

換え経路となっている。しかし、利用者が多く動線が錯綜し、視覚障害者誘導用ブロッ

クが不連続な箇所がある。 

・ ＪＲ京橋駅と京阪京橋駅から市営地下鉄京橋駅までは地下通路による乗り換え経路が

整備されている。しかし、上下移動が階段とエスカレーターのみとなっており、車いす

使用者は地下通路を利用することができない。このため、車いす使用者は地上からの京

橋公園内のエレベーターを利用して乗り換えることになる。京橋公園へ至る経路は歩道

が狭く、公園出入口が狭いなど、車いす使用者が通行しにくい状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③道路等 

・  駅周辺は人、自転車、自動車が多く混雑していて、狭い幅員の歩道も存在する。また、

広い歩道が確保されていても放置自転車や違法看板等により通行幅が狭められている

箇所がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 幹線道路の歩道においても、車輌乗り入れ部など歩道が傾斜しているなどの問題がある。 

・ ＪＲ京橋駅南口付近は、狭い空間にタクシーの駐車や路上駐車がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ④連絡デッキ（大阪ビジネスパークへの経路） 

大阪ビジネスパークへのアクセス経路であ 

る寝屋川を越える連絡デッキは、十分な幅 

員が確保されているが、利用者が多く動線が 

錯綜している。 

また、車いす使用者が地上から自力でデ 

ッキへアクセスできる箇所が限られている。 

 

 
 

 

    

ｴｽｶﾚｰﾀｰによる車い

すの移動 

利用者が多く動線が錯綜する乗り換

え経路 

乗り換え経路となっている公園の出

入口 

歩道を狭めている放置自転車 

歩道の傾斜 

連絡デッキへのアクセス（ｴｽｶﾚｰﾀ-等） 

狭い歩道 

駅前広場 



 

 

 

３ 

 

 

 

２）将来計画との連携 
ＪＲ京橋駅付近で検討されている連続立体交差事業など、長期的な事業の進捗状況を踏

まえ、大阪ビジネスパークへの経路が出来るだけ遠回りにならないようソフト、ハードの

両面から段階的にバリアフリー(*)化を推進する必要がある。 

 

 

３）基本方針 
以上の問題・課題を踏まえて、京橋地区の基本方針は、以下のとおりとした。 

 

 

広域的なターミナルにふさわしい、駅構内と乗り換え経路のバリアフリ

ー化を推進する。 
 

・ エレベーターが未整備の駅舎については、エレベーターを整備し、移動円滑化された経

路を確保する。また、ホームでの安全対策やトイレ、券売機等の使いやすさなど、すべ

ての利用者に配慮した施設の改善を図っていく。 

・ ３駅相互の乗り換え動線についても鉄道事業者、道路管理者、市民などそれぞれの協力

により、より安全で移動しやすいバリアフリー経路を確保していく。 

・ バス乗り場、タクシー乗り場の改善も推進し、他機関への乗り換えもスムーズに行える

よう配慮する。 

 

 

安全、快適な歩道のバリアフリー化を推進する。 

 

・ 駅から主要施設まで安全・円滑に移動できるように、段差の解消、視覚障害者誘導用ブ

ロックの敷設、放置自転車対策の強化などを図り、歩道のバリアフリー化を図る。 

・ また、特に人通りが多く、横断距離が長い幹線道路の主要な交差点には、高齢者や視覚

障害者等の横断に配慮したバリアフリー化を推進する必要がある。 

 

 

多彩な街を楽しむための情報のバリアフリー化を推進する。 
 

・ 各施設の位置や経路などの案内、情報を充実することで誰もが多彩な街を楽しめるまち

づくりを推進する。 

 

 

一人ひとりのやさしさに支えられたまちを目指す。 

 

・ 駅前の放置自転車の多さに代表されるように、人の心のバリアフリーが大きな課題とな

っている。一人ひとりがバリアフリーの必要性を理解し、協力していくことが必要不可

欠である。 

・ 基本構想の策定をきっかけに、よりたくさんの市民にバリアフリーの必要性を理解する

場を設け、「やさしさ」を育むしくみをつくる。 

 

 

２．重点整備地区 

京橋地区における重点整備地区を以下のような考え方に基づいて設定する。 

 

２－１．交通バリアフリー法での考え方 

「交通バリアフリー法」では重点整備地区の範囲設定に関して次のような方針

を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

２－２．大阪市での考え方 

大阪市では、複数の駅が集中していることから、駅相互の乗り換え状況及び各

駅から概ね 500ｍ圏の重なり状況、また、駅周辺の公共施設及び商業施設がど

のように分布しているかを考えながら、道路・河川・鉄道などで区域を設定して

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徒歩圏として一体的に整備すべき重点整備地区は、特定旅客施設から概ね 500ｍ～１㎞以内と

する。但し、具体的な区域設定は、高齢者・身体障害者等の特定旅客施設からの移動の状況、

施設の分布状況を踏まえて判断することが必要である。また、区域は、できる限り町境・字境、

道路、河川、鉄道等の施設、都市計画道路等によって、明確に表示して定めることが必要であ

る。

「交通バリアフリー法」での考え方 

駅相互の乗り換え、概ね 500ｍ圏重なり状況の把握 

特定旅客施設からの移動状況 

地区内の公共施設、商業施設町の分布状況 

隣接地区との関連性のチェック 道路・河川・鉄道等の施設状況 

重点整備地区の範囲設定 



 

 

 

４ 

 

２－３．京橋地区における重点整備地区 
 

当該地区は、京橋地区の重点整備地区は、以下の考え方に基づき、鉄道 3駅を中心とした面

積約９１ｈａの区域とする。 

 

① 駅から徒歩圏の約 500ｍ圏の範囲 
 京橋地区の特定旅客施設であるＪＲ京橋駅、京阪京橋駅、市営地下鉄京橋駅から概ね半

径 500mの範囲で設定する。 

 

② ３駅を中心に広域的な商業業務地として一体的なまとまりとして整備

が望まれる範囲 
駅周辺の商業集積地並びに面的に再開発された大阪ビジネスパークを重点整備地区とし

て位置づける。 

 ・京橋３駅周辺の商業・業務施設集積地 

 ・大阪ビジネスパーク 

 

③ 主要な施設と駅をネットワークすることにより、効果的に市民の利便の

向上が図れる範囲 
都島区役所や都島区民センターなど京橋駅から徒歩圏に立地するため、駅周辺と一体的

にバリアフリー(*)化を図ることにより市民の利便の向上が図れるため、これらの施設が立地

する範囲を重点整備地区に位置づける。 

・ 都島区役所 

・ 都島区民センター、都島図書館 

・ クレオ大阪東（城東区スポーツセンター） 

・ 扶桑会館 

等 

    

 

３．主要な経路 

３－１．主要な経路設定の基本的考え方 

駅を中心とした地区内の道路をバリアフリー化していくために、当該地区内の主要施設まで

の経路を中心としたバリアフリー化された歩行者動線を考えていく必要がある。 

経路設定については、市域全体として、次のような基本的な考え方に基づき設定する。 

(１)主要な経路 

この経路は、以下のような機能を持ち、すでに歩道が整備されている道路、今後歩道が

整備される道路等に設定する。 

① 駅から周辺の主要な施設（主要官公庁施設、福祉施設、大規模病院、集客施設、大規

模商業施設、商店街など）の入口までの経路 

② 商業・業務施設、文化施設、公園などが面的・線的に広がる地区における、施設間の

回遊を考慮した経路 

③ 既決定の重点整備地区内の主要な経路との連続した経路 

すでに決定されている重点整備地区内の主要な経路に当たる道路が連続している場合、

その経路について主要な経路として設定する。 

 

(２)鉄道駅乗り換え経路 

複数の鉄道駅間の乗り換えにおいて、鉄道施設内で乗り換え経路が確保されていない

場合、道路、地下街、鉄道施設内自由通路等を「鉄道駅乗り換え経路」として設定する。 

 

３－２ 京橋地区における主要な経路等の設定 

市域全体の考え方に沿って、当該地区では、上記３－１(１)①並びに(２)に基づき主要な経

路を設定する。 

 

路線名 選定理由 

京橋大阪城線 

片町徳庵線 

京阪京橋駅、ＪＲ京橋駅から大阪城京橋プロムナード

を経て、「ツインタワー」、「松下ＩＭＰビル」「ＩＭＰホ

ール」「大阪ＭＢＳ劇場」「ホテルニューオオタニ大阪」

を結ぶ経路。 

 

上新庄生野線 

（都市計画道路豊里矢田線） 

Ｊ京阪京橋駅、ＪＲ京橋駅から国道１号又は京阪高架

下商店街を経て「クレオ大阪東（城東スポーツセンタ

ー）」、「扶桑会館」を結ぶ経路。 

 

片町野江森小路線 

国道１号 

赤川天王寺線 

京阪京橋駅、ＪＲ京橋駅から「都島区役所」「都島区

民センター」「都島図書館」へ結ぶ経路。また、「扶桑

会館」へ結ぶ経路。 

 

京阪京橋駅、ＪＲ京橋駅から片町東歩道橋にアクセ

スする経路 
桜宮小学校表通線 

片町茨田線 
車いす使用者が、各駅から大阪城京橋プロムナード

にアクセスする経路。（ショッパーズプラザ内のエレベ

ーターを利用） 

東野田方面南北２９号線 

東野田方面東西２８号線 

東野田方面南北５号線 

市営地下鉄京橋駅から国道１号へアクセスする経路

東野田方面東西１４号線 

ＪＲ、京阪から市営地下鉄への車いす使用者の乗り

換え経路となる京橋公園へのアクセス経路。 

 

コムズガーデン地下街 

市営地下鉄京橋駅から京阪京橋駅、ＪＲ京橋駅へ 

の乗り換え経路 

 

大阪城京橋プロムナード 

（連絡デッキ） 

京阪京橋駅、ＪＲ京橋駅から「大阪ビジネスパーク」

を結ぶ経路。 

 

ショッパーズプラザの連絡デッキ 
大阪城京橋プロムナードへのアクセス経路。 

 

ＪＲ京橋駅西口の連絡デッキ 

ＪＲ京橋駅から大阪城京橋プロムナードへのアクセ

ス経路 
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４．整備の基本的考え方と整備内容（京橋地区） 
 

本節では、京橋地区における公共交通、道路、交差点等で移動の円滑化にあたり必要な事項につい

て、その整備の基本的な考え方と整備内容を示す。 

 ここに示す事項は、基本的に平成２２年を目標に整備に取り組むものである。しかしながら、個別

には、早期に整備が図れるもの、整備にあたって関係者間で調整を図る必要のあるもの、基準等の明

確化が必要なもの、新しい製品開発が必要なもの、大規模な改修が必要なもの等があり、その整備時

期には差が出ることが考えられる。 

 このため、整備の目標時期を３つの区分とした。 

 整備時期Ａは、駅舎で、ホーム～コンコース階～公共用通路までの経路上にエレベーター等の設置、

車いす対応トイレの設置、拡幅改札口の設置、階段端部の識別等、また、主要な経路上で段差解消・

勾配改善等歩道の改良、駅舎内・地下街・道路の主要な経路上で連続した視覚障害者誘導用ブロック

の設置、必要な箇所への音響信号機の設置等、早期に整備が図れるもので、平成２２年を目標に整備

を完了するものである。 

 整備時期Ｂは、整備にあたって、関係者間で調整が必要な乗り換え経路の確保、誘導・案内の充実

等、また基準等が明確でなく導入には課題が多い、多機能トイレ（*）化、音案内、ホームの安全対策

（新型の視覚障害者誘導用ブロック等）等があげられる。これらについては、関係者間の調整を図り、

また整備に向けての調査・研究を行い、整備可能な箇所から、出来るだけ早期に着手する。これによ

り、平成２２年に個別には一部、整備が図れることになる。 

 整備時期Ｃは、障害者等に配慮した券売機、車両とホームの隙間・段差対策が対象である。これら

については、新しい製品開発、大規模な駅舎改修等が必要であり、平成２２年までに着手することは

困難であるが、整備に向けて引き続き検討を行なうものである。券売機については、よりよい仕様と

なるよう、更新時期等のタイミングに合わせて付け替えていくよう努めるものとする。 

この他、放置自転車対策、違法看板の撤去、ソフト面での取り組みについては、時期を定めず、継

続的に取り組むものとする。 

 

 

 

４－１．公共交通 
 

4-1-1．駅舎・鉄道車両 
ここに示す整備の基本的考え方は、重点整備地区に指定された京橋地区における駅施設整備

の基本的な考え方を示すものである。 
ここに記載した事項は、各社の経営形態（長距離輸送の有無・営業距離の違い・公営・民営

等）が異なるという事情を踏まえながら、各事業者と協議を重ね、最終的に合意ができたもの

であり、更新時期等を勘案しながら最良のタイミングに合わせて、よりよい整備を進めていき

たいという考えにおいては、各事業者とも一致をみている。 
従って、ここに示している実施時期（時期Ａ・Ｂ・Ｃ）は、あくまでも、全事業者が実現可

能な時期を示したものであり、個別の投資計画にもとづき個々の事業者が時期を繰り上げて整

備を進めることを制約するものではない。 
また、現時点では技術的な面から早期実現が困難と判断したものについても、今後の技術の

進展や社会情勢の変化等により可能となった場合には、実施時期の繰り上げを大阪市として働

きかけていくこととする。 
なお、新技術の導入が必要な整備については、大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱（*）、

大阪府福祉のまちづくり条例や国の基準等が明確になり、整備におけるスタンダードとしての

一般化がはかられなければ、事業者として一律に導入することは困難であると考えられる。し

かしながら、これらの内、特に音案内・多機能トイレ・ホームの安全対策（新型の誘導ブロッ

ク等）等については、強い利用者ニーズ（*）、また人権、安全性の視点からも、早期の整備が望

まれるものであり、今後、継続的な改善を考えていく仕組みの中で、大阪市として取り組んで

いくこととする。 
この地区基本構想が策定された後、地区内に駅施設を有する鉄道事業者＊は、この基本構想に

基づき、事業計画を作成し、下表に示す整備時期を目標に事業を実施していくものとする。 
＊鉄道事業者：西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道(株)、大阪市交通局） 

 
 

整備時期 
時期Ａ 平成２２年までに完了 
時期Ｂ 平成２２年までに着手 

各社の計画もあり、平成２２年までに完了は困難であるが、平成２２年ま

でに着手することを目標とし、可能な限り早期の完了を目指すもの。（「検討

する」とした整備方針についても、「検討後、平成２２年までに着手するこ

とを目標」を意味する。） 
時期Ｃ 平成２２年以降に着手 

現在の技術水準や開発動向ならびに既存設備の更新時期等を勘案した場

合、平成２２年までに着手することは困難であるが、平成２２年以降に着手

することを目標とし、今後引き続き検討を進めていくもの。 
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（１）整備の基本的考え方 

整備項目 整備の基本的考え方 整備状況と主な整備内容 

（各駅で状況が異なる場合記載）
時期

Ａ 

時期

Ｂ 
時期

Ｃ 

１．視覚障害者誘導用ブロック １．道路、地下街など各公共用通路と駅舎との境界から、改札口を経て、車両の乗降口に

至る経路上に、視覚障害者にとっての分かりやすさと歩きやすさに配慮した連続性の

ある移動動線を設定し、誘導を目的とする「線状ブロック」と、警告を目的とする「点

状ブロック」を適所に敷設する。なお、移動動線の途中に商業施設等がかかわる場合

は、動線が途切れたり、遠回りになったりしないよう、商業施設等の管理者との調整

に努める。 

２．移動動線としては、公共用通路との境界から、切符売場（券売機または有人窓口）、改

札口（有人改札口がある場合は、有人改札口）、階段、エレベーターを経由し、プラッ

トホームまでとする。このほかトイレ、必要に応じ案内所、駅長室等にも誘導する。

３．視覚障害者誘導用ブロックは、弱視者に配慮し、黄色を標準とする。ただし、床面と

の組合せが適さない場合は、明度差を大きくするなど、色彩組合せに配慮する。新規

敷設箇所及び改良時に際して、順次実施するものとするが、小規模な改修時に、ブロ

ックの連続性に支障する場合は、この限りではない。 

４．規格については、新規敷設箇所及び改良時にはＪＩＳ製品を使用するものとする。た

だし、小規模な改修時に、ブロックの連続性に支障する場合は、この限りではない。

○１，２については、各駅とも整備 

済み。ただし、京阪京橋駅、市営地

下鉄京橋駅はトイレへの誘導を今

後実施する。 

 

○新規敷設箇所及び改良時に際し 

ては、３，４に基づき整備する。 

 ○   

２．音案内（音響、音声） １．視覚障害者が円滑な移動、施設の利用ができるよう、視覚障害者誘導用ブロックの敷

設位置に合わせ、音案内の提供を検討する。 

２．特にトイレ前においては、男性用、女性用の区別ができるよう音声案内を提供する。

  ○  

１．駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導に努めるとともに、駅舎外との関係にお

いても、特に、他の公共交通機関への乗り換えや、周辺地域・施設への案内などにつ

いて、既存の誘導表示板等の案内設備も活用しながら、公共性を重視した案内に努め

る。なお、駅舎内において、移動のバリアフリー(*)化を促進する設備が整備された場

合は、利用者の利便性を勘案し、最良のタイミングにおいて、その案内を実施するも

のとする。 

２．サイン、表示板の設置にあたっては、車いす使用者、弱視者、白内障の乗客に配慮し

た掲出位置・高さ、文字の大きさ、色彩組合せとするよう努める。 

３．案内・誘導の円滑化のため、駅長室や総合案内所等で、介助を含む充実した案内・誘

導サービスの提供に努めることとする。 

 

 ○  

３．案内・誘導 

４．車両等の運行に関する異常時において、改札付近等で掲示を行い、利用者が次の行動

が判断できるような情報提供に努める。また、よりわかりやすい情報提供の手法につ

いて検討する。 

 

○   

（１）券売機 １．身体障害者の切符の購入について券売機で対応する場合には、車いす使用者に配慮し

た蹴込みのある構造、視覚障害者に配慮した点字案内・大きい明度差の文字表示など、

身体障害者が使いやすい金銭投入口や主要ボタンの高さ・配置・構造とするように努

める。なお、蹴込み以外の仕様の細部については、ガイドライン(*)で示された内容を

基準に、更新時期等のタイミングに合わせて、付け替えていくように努める。 

   ○ 

４．切符の購入 

（２）乗車券等販売所＊ ２．身体障害者の切符の購入について乗車券等販売所で対応する場合は、特に、視覚障害

者に対しては、視覚障害者誘導用ブロックにより移動動線を確保するなど適切な案内

誘導を行なう。 

○ＪＲ京橋駅は整備済み。 

○   

駅
舎 

５．改札口 １．車いす使用者、松葉杖使用者、子連れの乗客、大きな荷物を持った乗客に配慮し、拡

幅改札口を出口、入口にそれぞれ１つずつ、あるいは、出口、入口共用できるものを

１つ設けることが望ましい。ただし、構造上の問題や必要改札機数等の関係でやむを

得ない場合はこの限りではない。 

２．１．以外においても、上下移動等のバリアフリー化がはかられたルートが確保できる

場合は、当該ルート上の改札において拡幅改札口を出口、入口にそれぞれ１つずつ、

あるいは、出口、入口共用できるものを１つ設けることが望ましい。ただし、構造上

の問題や必要改札機数等の関係でやむを得ない場合はこの限りではない。 

○各駅で整備済み。 

○ 

  

＊：乗車券等販売所を設置しているのは西日本旅客鉄道(株)のみである。 
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整備項目 整備の基本的考え方 整備状況と主な整備内容 

（各駅で状況が異なる場合記載） 
時期Ａ 時期Ｂ 時期Ｃ

（１）経路を１以上確
保 

１． エレベーターによるホーム～コンコース階～公共用通路の経路を１以上確保する。隣接す

る施設のエレベーターを経路とする場合には、当該路線の営業時間内において常時利用で

きるものとする。 

○ＪＲ京橋駅は、ＪＲ京橋駅付近で検討

されている連続立体交差事業など、長

期的な事業の進捗状況を踏まえ、環状

線ホーム～コンコース階（地上）、環状

線ホーム～東西線ホームにエレベータ

ーを設置するよう検討する。 
○京阪京橋駅は、各ホーム～コンコース

階（地上）にエレベーターを整備済み。

○市営地下鉄京橋駅は、ホーム～コンコ

ース階のエレベーターは整備済み。コ

ンコース～地上のエレベーターはコム

ズガーデンのエレベーターを利用する

ことにより、確保済み。 

○   

（２）構造・仕様 ２．エレベーターを設置する場合、構造上余裕がある場合は１５人乗りとすることが望ましい。

構造上等で１５人乗りが設置できない場合においても１１人乗り以上とし、手動車いすが

内部で１８０度回転できるように努める。また、駅の構造により、スルー型や直角２方向

出入口型も考慮し、円滑な動線の確保に努める。なお、操作盤等、仕様の細部については、

すべての利用者に使いやすいものとなるように努める。 

 ○   

（３）乗り換え経路の
確保 

３．民間施設の既存エレベーターの活用の推進など、多様な手法により、他路線（自社線、他

社線）との乗り換え経路を確保する。活用に際して、当該路線の営業時間内において常時

利用できるよう努めるものとする。なお、乗り換え経路の確保にあたって、可能な限り遠

回りにならないよう努めるものとする。 

○ＪＲ京橋駅は、ＪＲ京橋駅付近で検討

されている連続立体交差事業など、長

期的な事業の進捗状況を踏まえ、環状

線ホーム～東西線ホームにエレベータ

ーを設置するよう検討する。 
○市営地下鉄京橋駅と京阪京橋駅、ＪＲ

京橋駅との乗り換え経路は、コムズガー

デンのエレベーターを利用することに

より、確保済み。 

○   

６．エレベータ
ー 

（４）代替措置 ４．エレベーターの早期確保が困難な場合は、当面の代替措置として、下記のいずれかを行な

う。 
ａ．福祉型（車いす対応型）エスカレーターを設置する。 
ｂ．その他、車いす使用者の上下移動が可能となるような対策を講ずる。 

○ＪＲ京橋駅では、連続立体交差事業な

ど、長期的な事業の進捗状況により、

エレベーターの早期確保が困難な場合

は、上記ａ，ｂのいずれかを行う。 
 

○   

７．階段 １．階段の手すりには、視覚障害者に配慮し、階段の行先を点字で表示する。 
２． 弱視者が、踏面の端部を容易に識別できるよう配慮する。 

 

○１については、各駅で整備済み。 
○２については、整備方法について調

査・検討を行い、未実施箇所を整備する。

○   

８．ホームにおける列車の案内 １．ホームにおいて、列車の行先・接近・出発に関する情報を文字および音声や音響により提

供するための設備を設置する。   ○  

（１）ホーム構造・車
両構造 

１．車いす使用者等が円滑な乗降ができるよう、駅舎の新規増築・大規模改築時におけるホー

ム構造の変更や車両構造についての検討を行なう。 
   ○ 

９．車両とホー
ム と の 隙
間・段差 （２）渡り板 ２．渡り板を配備し、適切な対応を行なう。  ○   

１．ホームドア(*)やホーム柵の設置は当面困難であるが、今後の技術動向等を踏まえながら、

引き続き設置可能性について検討を行うとともに、視覚障害者の安全性を確保するため

の当面の措置として、下記を実施する。 

    

 ａ．ホーム縁端付近に連続して点状ブロックを敷設する。 ○各駅で整備済み。 ○   
ｂ．この点状ブロックには、線路側とホーム内側との区別が容易にできる工夫をする。   ○  

駅
舎 

１０．ホームにおける安全対策 

 

ｃ．線路側以外のプラットホーム両端に、点状ブロックを敷設する。なお、
敷設幅40cm以上60cm程度とすることが望ましい。 

  ○  
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整備項目 整備の基本的考え方 
整備状況と主な整備内容 

（各駅で状況が異なる場合記載） 
時期Ａ 時期Ｂ 時期Ｃ

 （１）車いす対応トイ
レ(*) 

１．車いす対応トイレを男女別に１以上、構造上余裕のない場合は男女共用のものを１以上設

置する。 

○各駅で車いす対応トイレを整備済
み。 
○京阪京橋駅、ＪＲ京橋駅は多機能ト
イレを整備済み。 

○   

（２）新規：多機能ト
イレ 

２．今後設置する車いす対応トイレは、多機能トイレ化を図る。 

     ○  

（３）改良･更新：多
機能トイレ化 

３．トイレを含めた大規模な改良時やトイレの設備更新時においても多機能トイレ化に努め

る。 

 

  ○  

 
１１．トイレ 
 
 
 
 

（４）構造･必要な設
備等の調査･研究 

４．多機能トイレの構造、必要な設備とその配置について、上記２．および３．に向けた調査・

研究を行なう。 

 

 ○   

車いすスペースの確保 １．新造車両については、車いすスペースを１列車に１箇所以上設ける。ただし、利用状況に

よっては、必要に応じて、１車両ごとに設置するよう努める。 

２．既存車両については、車いすスペースを１列車に１箇所以上設けるよう努めることとする。

ただし、可能な限り、より多くの設置に努める。 
 

  ○  

行先等の案内表示装置 １．新造車両について、車外から、行先、種別（特急、急行、快速、普通等）が確認できるよ

うな表示装置を設置する。ただし、行先または種別が明らかな場合は、この限りではない。

２．新造車両について、車内において、行先、種別、次停車駅名などが確認できるような表示

装置を設置する。可能な限り扉の開閉方向が確認できるよう表示することが望ましい。 

 

  ○  

鉄
道
車
両 

車両間の転落防止装置 １．ホームドアやホーム柵の設置が、当面、困難なため、車両における措置として、新造車両

には、連結面間に転落防止装置を設置する。なお、既存車両についても、可能な限り設置

するように努める。 

  ○  

 
 
 
 
 
 
4-1-2. バス車両 
 

京橋地区は、バス交通においても、地域の主要なバス路線の起終点となっている。このため、京橋地区における駅施設のバリアフリー（*）化と合わせてバス車両のノンステップバス（*）化を推進すること

で、駅施設におけるバリアフリー整備の効果を広域の利用者に波及させることが可能となる。このように、移動円滑化を徒歩圏に限らず、より広域へと飛躍的に推進させることが期待されることから、京

橋地区において、以下の考え方に基づき、ノンステップバス化を推進するものとする。 

 
①大阪市営バスについては、新規導入時にノンステップバスを導入する。 
 
②民営バスについては、基本方針に基づきノンステップバスの導入を推進する。大阪市として、新規導入時にノンステップバスの導入を要請する。 



 １０

４－２．道路・交差点・乗り換え経路 
 

 大阪市内には、これまで歩道設置、歩道の段差解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置、電線共同溝
等の整備、自転車駐車場の整備などにより、バリアフリー（*）化された道路施設や、バリアフリー化に活

用できる都市基盤施設が多く存在している。 

 

今後の道路施設等のバリアフリー化にあたっては、これらの既存の都市基盤施設を効果的に活用しなが

ら、道路空間の整備・運用を図っていくことが要請される。 

 

（１） 道路施設等の整備 
① 道路施設の新設 

・ 道路空間内には、自動車、自転車、歩行者の通行など多様な利用ニーズ（*）があり、それら

が共存している。一方で道路空間は限られているため、沿道地区の特性や当該道路の役割を

考慮しながら、車道・歩道の幅員など道路空間構成を設定していくことになる。 

・ バリアフリーの観点からは、改めて高齢者、視覚障害者、聴覚障害者、車いす使用者等の行

動特性・利用者ニーズを把握し、道路空間構成を検討していく必要がある。また、利用者ニ

ーズに関連して、歩行補助機器等（電動車いす、車いす、シルバーカー（*）、補助犬＊、乳母

車、など）の普及状況、開発状況等についても把握し、今後の対応を検討していく必要があ

る。 

                        ＊補助犬…盲導犬、介助犬、聴導犬 

 

② 道路施設の改良 

・ 既存の道路の改良を行う場合には、沿道条件、地形条件などにより、様々な制約が生じるこ

とがある。このような場合、制約条件を考慮しつつバリアフリー化の促進について検討を行

う。 

・ 制約条件のため、道路整備（ハード面）だけでは対応できない箇所については、運用面での

対応策やソフト面での対応策等を併せて検討し、道路整備を行う必要がある。 

 

 

（２） 既存施設の有効活用 
・ 道路整備後の沿道地区の変化、利用ニーズの変化等に伴い、道路空間の運用のあり方を見直

す必要が生じた場合には、再検討しバリアフリー空間の拡大・改善を図っていく必要がある。 

・ また、利用ニーズを考慮した道路空間が整備されたとしても、路上駐車、放置自転車、違法

看板などにより、必ずしも効果的な利用が行われない場合が生じるため、整備後の運用管理

についての検討が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-1．整備の基本的考え方 
 

（１） 事業計画の策定に向けて（整備時期の考え方） 

道路管理者、大阪府公安委員会、その他一般交通用施設及び公共用施設の管理者は、ここに示

す整備の基本的考え方に基づき各特定事業計画を策定することとなる。事業計画の策定にあたっ

ては、各事業の整合を図るため、各管理者が調整・協力しながら進めることとする。 

 

         道路特定事業の整備時期の考え方について 

          

短期的な事業 ○全市的に取り組んでいる既存事業の重点実施 

 ・きめ細かい日常点検による維持管理及び啓発活動 

 ・視覚障害者誘導用ブロックの設置・改良 

 ・歩道の段差解消 

・歩道の勾配修正 

 など 

中期的な事業 ○沿道住民との調整が必要な歩道設置などの事業 

○面的な整備が必要で事前に調査などを必要とする案内標識の設

置などの事業 

○道路管理を強化するために市民の協力が不可欠な放置自転車の

撤去や違法看板の撤去の強化 

 ・歩道設置 

 ・歩道拡幅 

 ・案内標識の設置 

 ・放置自転車対策の強化 

 ・違法看板の撤去強化（市民参加） 

 など 

長期的な事業 ○防犯や管理面など維持管理上の検討が必要となる事業 

○大規模な事業となるため、費用効果など十分な検討が必要となる

事業 

○大規模な交差点改良など社会的影響が大きいと考えられる事業 

○ＩＴによる新技術の導入 

など、慎重な調整・検討が必要となり、事業を実施するにあたりか

なり時間を要する事業 

 ・エレベーターの設置 

 ・大規模な交差点改良 

 ・歩道橋の改良 

・ＩＴを活用した歩行者移動支援情報の提供(*) 

など 
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（２）整備の基本的考え方 
 

基本構想策定後は以下の整備の基本的考え方に基づき、関係事業者＊が連携、調整して事業の推進を図っていくものとする。（＊関係事業者：大阪市、道路管理者、鉄道事業者、バス事業者、公安委員会、地下街管理者等） 

 整備の基本的考え方 

新設 ・歩道を新設する場合には、沿道条件などを考慮した上で、幅員、勾配、段差などについてバリアフリー（*）化された歩道整備を行う。 
 

改良 ・歩道の段差解消、勾配の改善は、必要に応じて地元合意を得ながら、整備を進めていく。 

・バリアフリー化された代替ルートが確保できない場合には、地元合意を得て、歩道設置、拡幅等を検討する。 

その他 ・透水性舗装など歩道整備に関する新しい技術の活用について検討する。 

・ルート上に狭幅員道路がある場合は、通行方法の検討や路側帯のカラー舗装化などにより、安全かつ安心して通行できるような環境整備を行う。 

歩道の整備 

自動車対策等 ・車止めの設置にあたっては、必要最小限の設置にとどめ、広報啓発等による駐車モラルの向上を図る。 

視覚障害者誘

導用ブロック 

・視覚障害者誘導用ブロックは、主要な経路及び誘導が必要であると判断されるルートに敷設する。 

・また、通路片側の視覚障害者誘導用ブロックだけでは円滑な移動が困難となるような人通りの多い地下街や広幅員通路においては、人の流れに乗って移動できるよう、視覚障害者誘導用ブロ

ック(*)を通路の両側に敷設することも検討する。 

・視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色を基本とする。ただし、周辺の状況により都市景観等を考慮する必要がある場合には、輝度比を考慮した上で、黄色以外の認識しやすい色を考える。

また、視覚障害者誘導用ブロックと舗装面の模様との区別がつきにくいことがないように舗装のデザインを工夫する。 

・このほか、危険回避のために必要と判断される箇所についても敷設する。 

案内・誘導施設の

整備 

そ の 他 の 案

内・誘導施設 

・バリアフリーの視点を踏まえた、公共交通機関への乗り換えや周辺地域・施設への案内など、一貫した連続性のある案内・誘導サインの整備。 

・旅客施設や官公庁施設、福祉施設、バリアフリー施設等について利用者にわかりやすい情報提供を行う。 

・情報更新システムの構築の検討 

上下移動施設 ・地区全体としてのエレベーターの運用時間の統一（最低レベルの統一）を図り、利便性の向上を目指す。 

・歩行者ネットワークの状況を考慮し、地上ルートと地下ルートを補完するための上下移動が必要となる箇所で、エレベーターなどの設置効果が大きい場合は、上下移動施設の設置を検討する。

・エレベーターの設置が困難な場合には、エスカレーター等の設置を検討する。 

上下移動施設（エ

レベーター等）の

整備・運用 

 その他施策 ・上下移動施設の整備が困難な場合は、他のバリアフリー・ルートの設定等の代替案を検討する。 

歩道橋 ・歩道橋のバリアフリー化（エレベーター、斜路の設置等）を図る。歩道橋のバリアフリー化が困難なものについては、個々の利用実態を踏まえ関係機関と協議を図る。 

・また、ネットワークの状況に応じて、代替案として歩道橋を通らないルートの案内を行う。 

交差点等の整備 

 

 

 

横断歩道 ・横断歩道部の段差解消等については、着実に整備を進めていく。 

・横断歩道への横断支援施設の開発（視覚障害者用道路横断帯（*）の設置など）の成果を活用・検討していく。 

交通結節施設の整備 

 

・交通結節施設については、鉄道、その他交通機関と道路の連携を図りながら、バリアフリー整備を図る。また、駅前広場などでは、単に乗り換えだけでなく、賑わい・憩いの空間としての役

割を担うため、アメニティ機能との調和についても考慮に入れる。 

・バス発着施設では、ノンステップバス（*）、ワンステップバスなどに対応した停車場の整備を図る。 

・また、ノンステップバス、ワンステップバスなどがバス停に正着できるよう実効的運用を図る方策についても施設整備と合わせて進めていくことが考えられる。 

関連施設の整備 休憩施設等 ・歩行者ネットワーク内の道路のベンチ、植栽帯などの整備運用について検討する。 

・その他、歩行者ネットワークの利便性を高めるための方策を検討する。 

その他 ・案内・誘導にあたっては、音声ガイド、ＩＴを活用した歩行者移動支援情報の提供(*)（平成 12、13 年度に梅田地下街で社会実験を実施）などの導入について検討が必要になる。なお、こ

の場合、ハイテク技術とそれを利用する人との関係や、ハイテク技術のバックアップ方策の検討が必要となる。 

・また、電動車いすなど各種歩行支援機器の改良では、各種機器の統一的な開発が要請される。また、歩行支援機器の改良と施設整備の双方が統一規格を共有できるよう協調を図ることが必要

となる。 

・高架道路下の反響音や商店街の騒音が、音による誘導案内の障害にならないよう音情報に関する対策が必要となる。さらに今後は、公共空間での音の計画設計についての検討が必要となる。

その他施設の有効活用 １．バリアフリー空間の拡大・改善 

 ・バリアフリー空間の拡大のため、歩道設置等が困難な箇所については、地元の協力を得ながら、歩道設置以外の歩行者系道路の整備について検討する。 

・また、歩行者系道路の整備にあたっては、必要に応じて単断面道路の構造改善や通行規制などについて検討を行う。 

・バリアフリーの観点からの指導、民間の協力を得ながら、歩道整備にあたっての民間敷地を歩道の一部として活用する方法や、民間施設内のエレベーターの活用について検討する。 

２．駐車対策等 

 ・バリアフリーの観点も含め、路上駐車、放置自転車、違法看板対策について検討を進める。 

・また、地元の協力及び市民の協働の視点からも検討を進める。 

信号機のバリアフリー整備 ・信号機については、機能の高度化（音響による視覚障害者用信号、音声付歩行者感知信号）及び現示の改良や運用の見直し（歩車分離化）・（歩行者横断秒数の見直し）等を検討する。 
 



 １２

4-2-2． 整備内容 
 

（１） 道 路 

整備時期 
路線名 整備内容 

A B 
主事業者 

歩道の改良（段差解消、勾配の改善、舗装面の改善、横断勾配の改善、など） 
○  

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 

 
○  

１．京橋大阪城線 

片町徳庵線 

上新庄生野線 

（都市計画道路豊里矢田線） 

片町野江森小路線 

国道１号 

赤川天王寺線 

桜宮小学校表通線 

片町茨田線 

東野田方面南北２９号線 

東野田方面東西２８号線 

東野田方面南北５号線 

東野田方面東西１４号線 

大阪城京橋プロムナード 

 

歩行空間の確保（歩道の拡幅等により有効幅員２ｍ以上を確保） 

（ただし幅員確保が困難な場合は、通行方法の検討や路側帯のカラー舗装化などの環境整備を検討） 

 ○ 

国土交通省 

大阪市 

 

２．公園出入口のバリアフリー化  公園入口を車いす対応型に改修及び視覚障害者誘導用ブロックの整備 ○  大阪市 

３．コムズガーデン地下街 路面の適切な管理 ○  大阪地下街(株) 

４．ショッパーズプラザの連絡デッキ 路面の適切な管理 ○  (株)ダイエー 

５．ＪＲ京橋駅西口の連絡デッキ 視覚障害者誘導用ブロックの敷設 ○  西日本旅客鉄道㈱

整備時期Ａ：平成２２年までに完了   整備時期Ｂ：平成２２年までに着手 

 

（２） 交 差 点 

整備時期 
整備項目 整備内容 

Ａ Ｂ 
主事業者 

１．既設信号の改良・改善 

・主要な経路内、国道１号、京橋大阪城線、片町徳庵線上で音響信号機等の設置を検討する。 

・上新庄生野線（豊里矢田線）は、都市計画道路整備の進捗状況に合わせ、周辺の交通流を勘案し、音響信号機等の

設置を検討する。 

（その他、歩車分離信号化、信号現示の改善） 

○  

２．横断歩道部への横断支援施設の開

発・導入 
視覚障害者の横断を支援する施設（視覚障害者用道路横断帯（*）等）の導入検討 ○  

公安委員会 

整備時期Ａ：平成２２年までに完了   整備時期Ｂ：平成２２年までに着手 



 １３

 

（３） 歩道上障害物、違法駐車対策 

整備時期 
整備項目 整備内容 

Ａ Ｂ 
主事業者 

現行の「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」等の活用や鉄道駅周辺における放置自転車に関する全市的な

取り組みの中で、特にバス停留所や鉄道駅出口付近及びエレベーター付近の地域と連携した重点的放置自転車対策 １．放置自転車等歩道上障害物の撤去  

商品・看板等の歩道へのはみ出しに対する是正の指導・撤去の推進 

継続実施 
大阪市 

国土交通省 

２．違法駐車の取締り強化 移動円滑化を特に阻害する横断歩道上、バス停留所付近等の取締り強化 継続実施 
公安委員会 

整備時期Ａ：平成２２年までに完了   整備時期Ｂ：平成２２年までに着手 

 

（４） 乗り換え経路 

整備時期 
整備項目 整備内容 

Ａ Ｂ 
主事業者 

１．視覚障害者誘導用ブロックの敷設 乗り換え経路での視覚障害者誘導用ブロックの敷設 ○  

大阪市 

西日本旅客鉄道㈱

京阪電気鉄道(株) 
 

整備時期Ａ：平成２２年までに完了   整備時期Ｂ：平成２２年までに着手 

 

（５） 案内・誘導 

整備時期 
整備項目 整備内容 

Ａ Ｂ 
主事業者 

１．案内・誘導 
分岐点や交通結節点等の主要地点において、目的地または中継地となる旅客施設や官公庁施設、福祉施設等の位置に

ついて、道路標識（案内標識や歩行者案内標識）の整備を行う。 
○  

２．音案内 視覚障害者誘導用ブロックと連携した音声案内等の開発・導入検討  ○ 

大阪市 

国土交通省 

整備時期Ａ：平成２２年までに完了   整備時期Ｂ：平成２２年までに着手 

 

（６） その他 

整備時期 
整備項目 整備内容 

Ａ Ｂ 
主事業者 

１．休憩施設等 歩道幅員に余裕がある箇所へのベンチ、休憩施設の設置の検討 ○  
大阪市 

国土交通省 

整備時期Ａ：平成２２年までに完了   整備時期Ｂ：平成２２年までに着手 
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４－３． ソフト対策等 

4-3-1. ソフト面 
(1)基本的な考え方 
 本市では、「だれもが個人として等しく尊重され、共生していく差別のない社会を実現し、自らの人生

を自分で切り拓き、自己の能力を発揮でき、いきがいのある人生を創造できる社会を実現していくこと」

を基本理念とした「大阪市人権行政基本方針」を策定し、「『人間の尊厳』の尊重」「平等の保障」「自己決

定権の尊重」を目標として人権行政を推進している。 

 今回、交通バリアフリー法に基づく基本構想の策定において、市民の身近な駅を中心に、多くの地域で

基本構想の策定に取り組むことは、市民がバリアフリー（*）について考え、障害の有る無しや、年齢に関

わらず、すべての人が共に生きるというノーマライゼーション（*）の理念の定着と「完全参加と平等」の

実現を推進するためのよい機会であり、効果的な広報・啓発活動により、多くの市民の参加と関心を促し

て行くことが重要である。 

 そして、これを契機に、設備のハード面でのバリアをなくしていくこととあわせて、すべての人が、ノ

ーマライゼーションの理念を自らの課題として受け止め、理解を深め、共に生きる社会をつくっていくた

め、市民の関心を喚起するよう、効果的な広報・啓発活動、教育活動に取り組み、すべての人が快適で安

全に生活できる、住みよい大阪のまちづくりをめざす。 

また、人材の養成と確保に努めるとともに、各区で活動しているボランティア・ビューローなどを拠点

として、ボランティアやNPOの活用を図ることとする。 

 

■ソフト面の取り組み 

  移動の円滑化を図るためには、旅客施設、車両、道路、信号機等の施設の整備だけでなく、

既存の施設の有効活用にも配慮しつつ、施設整備の効果を相乗的に高めるよう、「施設利用支

援の取り組み」、「バリアフリーへの関心の喚起」、「バリアフリーへの理解の深化」、「バリアフ

リーのまちづくりの参加」などソフト面の取り組みを同時に進めることが必要である。 

 

項 目 内容 主関係者 

施設利用支援の 

取り組み 

○駅長室や総合案内所等で充実した案内誘導サー

ビスの提供（駅職員によるひと声掛ける取り組み

等） 

○鉄道利用のマナー向上キャンペーンの強化（駅構

内の啓発アナウンス等） 

○公共交通事業者は、その職員に対し、高齢者、障

害者をはじめ多様なニーズ(*)、特性に対応した職

員研修の実施、対応マニュアルの整備等により職

員教育の充実に努める。 
○エレベーター、トイレ等バリアフリー施設の状況

に合わせてわかりやすい情報提供を行う。 

大阪市 

西日本旅客鉄道㈱

京阪電気鉄道㈱ 

 

 

 

 

 

バリアフリーへの 

関心の喚起 
○基本構想策定の取り組みの市民への周知 

大阪市 

バリアフリーへの 

理解の深化 

○「バリアフリーのしおり」等の提供を通じて、高

齢者、障害者等も含め市民が円滑なコミュニケー

ションが図れるような「声の掛け方」「意思表示

の仕方」等、交通バリアフリーについての理解の

深化を図る。 

○ノーマライゼーションに対する正しい認識を深

めるための広報啓発の充実（障害及び障害者に対

する認識と理解を促進するための、パンフレッ

ト、冊子の作成、テレビ、ラジオや広報誌等のマ

スメディアの活用等） 

○学校教育における「総合的な学習の時間」での障

害者等との交流等の取り組みや、市民を対象とし

た各種学習会の開催などによる福祉教育・人権教

育の充実 

大阪市 

バリアフリーの 

まちづくりへの参加

○放置自転車対策の強化（地域と連携した放置自転

車対策等） 
○放置自転車についての啓発活動の強化（放置自転

車クリーンアップキャンペーンの実施等） 

○自転車利用マナーの向上（小学校での交通安全教

育等） 
○違反広告物対策の強化（市民ボランティアによ

る、路上違反簡易広告物撤去活動員制度等） 
○「迷惑駐車の防止に関する条例」に基づく駐車マ

ナーの向上の取り組み 

大阪市 

公安委員会 

市民 

 

 

4-3-2. 建築物へのバリアフリー 
 大阪市では、新しい建物や施設を建てたり、改修したりする場合には、出入り口部の段差の解消やスロ

ープの設置、障害者対応のトイレ、視覚障害者のための誘導用ブロックなどの整備を行っている。 

交通バリアフリーの取り組みとあわせ、京橋地区において大阪市の建築物のバリアフリー化に努めてい

く。 
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５．継続的な改善に向けて 
 

交通バリアフリーは、法の主旨に基づき、国、地方公共団体、公安委員会、関係事業者、市民が連携、協力し、それぞれの役割を担うことで実現する。 

 本基本構想の策定においても、当事者参加による「わがまちウォッチング」や地域の代表者、当事者の代表者、関係事業者、行政等で構成し、基本構想案の検討を行う「京橋地区基本構想検討会議」、関係事業者・

行政で構成し、実務調整を行う「京橋地区連絡調整会議」で取り組みを進め、平成 22 年を目標とした整備内容を構想としてとりまとめた。 

基本構想策定後は、本基本構想に基づき、事業実施者が事業計画を作成し、基本構想の具体化を行う。構想の具体化にあたっては、関係者が情報交換を行い、連携を図り、また市民の意見を踏まえる必要があり、「京

橋地区連絡調整会議」を基本構想策定後も残すこととする。このように基本構想策定後も、下図に示す、国、大阪市、事業者、市民が連携・協力する仕組みを維持することで、交通バリアフリーに向けた継続的な取

り組みを進めるとともに、その仕組みの定着を図る。整備完了後は、その仕組みを有効に活用していくことで、継続的な改善を図る。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

  

 

図 基本構想策定後の継続的な改善に向けた取り組みのイメージ 

基本構想に基づき各事業者（公共交通事業者・

道路管理者・公安委員会等）が事業計画を作成 

整備・検討 

目標年次（平成 22 年度）：整備完了 

・ 事業の実施、進捗管理 

・ 市民意見の反映 

 道路管理者 

 鉄道事業者 

 公安委員会 

事業者 
 

・ 事業の進捗把握 

・ 市民意見を受け、事業者へのはたらきかけ 

・ 国に準じた設備投資に対する必要な支援措置 

大阪市

事業実施にあたっての理解と協力（地域住民・高齢者、障害者等） 
市民 

継
続
的
な
改
善
に
向
け
た
仕
組
み
の
定
着 

基本構想に基づく事業の実施：構想としてとりまとめた整備項目を具体化 

基本構想の策定：平成 22 年を目標とした整備項目を構想としてとりまとめ 

 

 

行政(国・市・区)・道路管理者・鉄道事業者・

公安委員会等 

京橋地区連絡調整会議 
（基本構想案の実務調整）  

 

市民（高齢者、障害者等）・学識経験者・行政

(国・市・区)・道路管理者・鉄道事業者・公共

交通事業者・公安委員会・関係機関等 

京橋地区基本構想検討会議 

（基本構想案の検討） 

基本構想の策定 

京橋地区連絡調整会議 

 

・ 設備投資に対する必要な支援措置 

・ 調査及び研究開発の促進 

・ 国民に対する広報、啓発   等 

国 

継 続 的 な 改 善 

事業の進捗状況の提示・事業に対する意見 

パブリック 
コメント(*) 


